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規 則

北海道立高等技術専門学院運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２３年３月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第７号

北海道立高等技術専門学院運営規則の一部を改正する規則

北海道立高等技術専門学院運営規則（昭和４４年北海道規則第９８号）の一部を次のように改

正する。

別表第１函館高等技術専門学院の項中 を
「

」
に、システム制御技

術科
「

」
電 子 工 学 科

「

」

を
建 築 技 術 科 ２年 － － ２０人 「

建 築
総合ビジネス科 ２年 － － ２０人

」
に改め、同表旭川高等技技 術 科 ２年 － － ２０人

術専門学院の項中 を
「

」
に改め、同表北見高等技システム制御技

術科
「

」
電 子 工 学 科

術専門学院の項中「建築デザイン科」を「建 築 技 術 科」に改める。
附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

告 示

北海道告示第１４８号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
牛の死体の所有者に対し、当該牛の死体について、牛の伝達性海綿状脳症の発生の状況を把
握するための検査を受けることを命ずる。
平成２３年３月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的
牛の伝達性海綿状脳症の発生の状況を把握するため

２ 実施する区域及び実施の期日
実 施 す る 区 域 実 施 の 期 日

（当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
北海道一円。ただし、奥尻町、羽幌町
大字天売及び大字焼尻、利尻町、利尻
富士町並びに礼文町を除く。

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

３ 実施の対象となる家畜の死体の種類及び範囲
牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号）第６条第１項に基づく届出があっ
た牛の死体。ただし、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成１４年農林水産省令第５８
号）第４条第２号から第４号までに該当する場合を除く。
４ 実 施 の 方 法
� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法
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による。

北海道告示第１４９号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり鶏、
あひる、うずら、七面鳥、だちょう、きじ又はほろほろ鳥（以下「家きん」という。）の農
場（鶏、あひる、うずら、七面鳥、きじ及びほろほろ鳥については飼養羽数が１００羽以上の
農場、だちょうについては１０羽以上の農場に限る。）の所有者に対し、当該家きんについて、
高病原性鳥インフルエンザの発生予察のための検査を受けることを命ずる。
平成２３年３月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的
高病原性鳥インフルエンザの発生予察のため

２ 実施する区域及び実施の期日
実施する区域 実 施 の 期 日

（当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
北海道一円 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施の区域内で飼育する家きんで、家畜保健衛生所長が指定するもの

４ 実 施 の 方 法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

� 検査は、血清抗体検査及びその他必要な検査による。

北海道告示第１５０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、道営土地改良（川西地

区かんがい排水［一般］）事業の土地改良事業計画を定めた。

その関係書類は、北海道胆振総合振興局に備え置いて、平成２３年３月１５日から２０日間、一

般の縦覧に供する。

平成２３年３月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１５１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定により、陸別町の行う土地

改良（殖産地区基盤整備促進［基盤整備］（農業用道路））事業の工事を平成２２年１１月３０日

に完了した旨の届出があった。

平成２３年３月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１５２号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第
４９条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部に備え置いて縦覧に供する。
平成２３年３月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 二級河川鷲別川水系鷲別川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成２３年３月１１日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 （左岸）登別市美園町６丁目３２番３地先から同３５番２地

先まで
４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 １１７．２６�

北海道告示第１５３号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計画を次のとおり
変更した。
その都市計画の図書は、北海道建設部まちづくり局都市計画課に備え置いて、一般の縦覧
に供する。
平成２３年３月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 室蘭圏都市計画道路に係る事項
� 都市計画の種類 道路
� 都市計画を定めた土地の区域
種 別 名 称 起 点 終 点 主な経過地
幹線街路 ３・３・２１１号 中島中央通 室蘭市中島町 室蘭市高砂町 室蘭市知利別

１丁目 ５丁目 町３丁目
同 ３・４・２１４号 西 口 通 室蘭市中島町 室蘭市神代町 室蘭市高平町

３丁目
同 ３・５・２２８号 幸町２条通 室蘭市中央町 室蘭市舟見町 室蘭市本町１

２丁目 ２丁目 丁目
同 ３・５・２３８号 室蘭中央通 室蘭市中央町 室蘭市緑町 室蘭市中央町

３丁目 １丁目
同 ３・３・３０１号 中 央 通 室蘭市高砂町 登別市千歳町 登別市中央町

１丁目 ２丁目 ２丁目
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）
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２ 網走都市計画道路に係る事項

� 都市計画の種類 道路

� 都市計画を定めた土地の区域

種 別 名 称 起 点 終 点 主な経過地
幹線街路 ３・４・８号 西山通 網走市北６条 網走市潮見８ 網走市錦町

西４丁目 丁目
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

北海道告示第１５４号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指

定）の一部を次のように改正する。

平成２３年３月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

２ 売りさばき人の項に次の１事項を加える。

有限会社ショッピングせ 平成２３．３．１１ 美唄市職員福利厚生会売店
んだい

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道空知総合振興局告示第８０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２３年３月１１日

北海道空知総合振興局長 羽 貝 敏 彦

１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� カラー複写機の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙及びステイプルを除く。）の供
給を含む。） 一式（１台分に係る１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）

� 数 量 １台及び８，０００枚（１月当たり）
２ 落札を決定した日
平成２３年２月２１日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社大和商会
� 住 所 岩見沢市６条東３丁目
４ 落札金額
基本料金 ０円

１枚から １，０００枚まで １枚当たり ５．６円
１，００１枚から３，０００枚まで １枚当たり ５．６円
３，００１枚以上 １枚当たり ５．６円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年１月２５日付け北海道空知総合振興局告示第３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道空知総合振興局産業振興部林務課
� 所在地 岩見沢市８条西５丁目

北海道空知総合振興局告示第８１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年３月１１日

北海道空知総合振興局長 羽 貝 敏 彦
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 貨物兼乗用自動車の賃貸借（４台） 一式（１月当たりの単価）
� 乗用自動車の賃貸借（１０台） 一式（１月当たりの単価）
� 乗用自動車の賃貸借（２台） 一式（１月当たりの単価）
� 乗用自動車の賃貸借（２４台） 一式（１月当たりの単価）
� 乗用自動車の賃貸借（１台） 一式（１月当たりの単価）
� 乗用自動車の賃貸借（１台） 一式（１月当たりの単価）
	 乗用自動車の賃貸借（３台） 一式（１月当たりの単価）
２ 落札を決定した日
平成２３年２月２１日

３ 落札者の氏名及び住所
� １の�
ア 氏 名 札幌レンタリース株式会社
イ 住 所 札幌市東区東苗穂２条３丁目２番５号

� １の�
ア 氏 名 株式会社日産フィナンシャルサービス
イ 住 所 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地

� １の�、�、�及び	
ア 氏 名 北海道自動車リース株式会社
イ 住 所 札幌市白石区本通１４丁目南５番１５号
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� １の�
ア 氏 名 株式会社トヨタレンタリース札幌
イ 住 所 札幌市中央区北５条東２丁目１番地

４ 落札金額
� ９９，１２０円
� １８１，６５０円
� ３６，５４０円
� ３８８，０８０円
� ２５，４９４円
� ２４，４１２円
	 ６６，９３７円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年１月２５日付け北海道空知総合振興局告示第２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道空知総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 岩見沢市８条西５丁目

北海道上川総合振興局告示第５１号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年３月１１日

北海道上川総合振興局長 窪 田 毅
１ 入 札 に 付 す 事 項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア フルカラー複写機の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙を除く。）の供給を含
む。） 一式 ４台（１台分に係る１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量 入札説明書による。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
� 契 約 期 間 平成２３年５月２日から平成２６年４月３０日まで。ただし、予算

の範囲内で当該契約期間を変更することがあり得る。
� 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当すること。
� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の賃貸借（複写機）の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 当該調達をする物品等に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備
されていることを証明した者であること。

� 当該調達をする物品等に関し、仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した
者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年３月１１日から同月２９日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休
日を除く。）の毎日午前９時から午後５時３０分まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０７９－８６１０ 旭川市永山６条１９丁目１番１号
北海道上川総合振興局産業振興部調整課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道上川総合振興局産業振興部調整課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 旭川市永山６条１９丁目１番１号 北海道上川合同庁舎３階

３０１号会議室（送付による場合は、郵便番号０７９－８６１０ 旭川
市永山６条１９丁目１番１号 北海道上川総合振興局産業振興部
調整課）

� 入 札 日 時 平成２３年４月２０日 午後２時（送付による場合は、同月１９日
までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定されている物品等の名称、数量及びその入札
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の公告の予定時期
� 名 称 及 び 数 量 複写機の賃貸借 ９台
� 予 定 時 期 平成２３年５月頃
８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、電子メールの送信による交付を希望する場合は、契約
に関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：
kamikawa.chosei1＠pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
全ての入札金額（単価）が、北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第
１項の規定により定めたそれぞれの予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有効な
入札に限る。）をした者のうち、入札書記載の入札総価額（各入札金額（単価）にそれぞ
れの予定数量を乗じて得た額の合計額）が最低である者を落札者とする。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、	から
まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道上川総合振興局産業振興部調整課
� 所 在 地 郵便番号０７９－８６１０ 旭川市永山６条１９丁目１番１号

電話番号０１６６－４６－５９６５
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Lease of copy machines 1 set (4 machines)

Ｂ Bid tendering date and time : 2 : 00 P.M., April 20, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than April 19, 2011)

Ｃ Contact : Coordination Division, Department of Industrial Promotion, Kamikawa General

Subprefectural Bureau, Hokkaido Goverment, 1-1, 6-jo, 19-chome, Asahikawa 079-8610

Japan

Phone : 0166-46-5965

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第１３７号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年３月１１日

北海道警察本部長 殿 川 一 郎
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
重要犯罪等捜査支援システムの賃貸借 一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２３年１月２１日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 三菱電機クレジット株式会社
� 住 所 東京都品川区西五反田１丁目３番８号
４ 落札金額
１，１０７，５４０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年１２月１０日付け北海道警察本部告示第４０７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

２２北 海 道 公 報 第����号平成２３年３月１１日（金曜日）


